
第４章 第１次国土強靱化実施中期計画の進捗管理 

 

 実施中期計画の計画期間内に実施すべき施策については、定期的に進捗状況のフォロー

アップを行い、その結果を年次計画に整理し公表することとされている。本年度は計画初

年度であるため、進捗状況の把握は行わず、予算の確保状況を取りまとめた。 

また、実施中期計画については、本年度は計画の初年度であるが、５か年加速化対策と

切れ目なく取組を進めるため、昨年度中から取組の実効性を高める検討を行ってきたとこ

ろであり、この年次計画において、その内容を取りまとめた。 

 

１ 実施中期計画の進捗状況（事業費ベース） 

 実施中期計画では、「推進が特に必要となる施策」の事業規模を今後５年間でおおむね

20兆円強程度を目途（財政投融資の活用や民間事業者等による事業を含む。）とし、今後

の資材価格・人件費高騰等の影響については予算編成過程で適切に反映することとしてい

る。初年度となる令和８年度分は、約4.1兆円（うち国費約1.9兆円）となっている。 

 

区分 事業規模の目途 
＜閣議決定時＞ 

事業規模 
＜初年度分＞ 

うち国費 
＜初年度分＞ 

１ 国民の生命と財産を守

る防災インフラの整備 

おおむね 

5.8兆円程度 
約1.1兆円 約0.7兆円 

２ 経済発展の基盤となる

交通・通信・エネルギー

などのライフラインの強

靱化 

おおむね 

10.6兆円程度 
約2.0兆円 約0.7兆円 

３ デジタル等新技術の活

用による国土強靱化施策

の高度化 

おおむね 

0.3兆円程度 
約0.1兆円 約0.1兆円 

４ 災害時における事業継

続性確保を始めとした官

民連携強化 

おおむね 

1.8兆円程度 
約0.4兆円 約0.1兆円 

５ 地域における防災力の

一層の強化 

おおむね 

1.8兆円程度 
約0.4兆円 約0.2兆円 

合計 
おおむね 

20兆円強程度 
約4.1兆円 約1.9兆円 

 ※四捨五入の関係で合計が合わないところがある 

 

２ 施策間連携等の強化による国土強靱化の取組の実効性確保 

ハード・ソフト両面から施策の推進を図ることにより、５か年加速化対策は防災・減災

効果を発現しているものの、今後は、ハード対策相互あるいはハード・ソフトの施策間の

連携強化等の課題にも対応しながら、更なる効果的・効率的な対策推進を図ることが重要

である。もとより、国土強靱化の取組については、ハード整備・ソフト対策いずれについ

ても、個々の施策単体では限界があり、複数の施策の連携が重要である。また、個別の施

策でもそれに関わる主体は多様であるため、施策の実施に当たっての連携が重要である。 

そのため、国土強靱化推進会議において、昨年度から、施策間連携や施策の実施に当た

っての連携を中心とする実施中期計画の実効性を高める取組について議論してきたところ

である。具体的には、インフラメンテナンスや流域治水対策、避難所環境の改善等を対象
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として議論を行い、その結果、分野間連携・広域連携・関係府省庁間連携、官民連携・地

域住民との連携、まちづくり等との連携により、実施中期計画の施策の実効性確保が期待

されることが確認された。また、公共が実施主体でない取組について、実施主体となる民

間事業者や地域住民の行動変容を促すことが重要であることが確認された。 

実施中期計画の取組の実効性を確保する上では、このような施策間連携や施策実施に当

たっての連携が幅広い施策において実施されることが重要であり、「特に推進が必要とな

る施策」のうち連携による効果が期待される施策について、年次計画において、施策ごと

に連携に関する取組の状況を取りまとめることとした。 

また、取組の実効性の確保の観点からは、KPI を達成する道筋を明確化することが必要

である。そのため、評価の在り方も踏まえて、施策ごとに、KPI の進捗とインプットの関

係を明確化した。 

これらについて、実施中期計画の「推進が特に必要となる施策」ごとに、「８ 実施中

期計画推進施策別シート」に取りまとめた。 

インフラメンテナンスに関しては、国土交通省の「地域インフラ群再生戦略マネジメン

ト」や、道路と上下水道との連携など、道路、河川、上下水道、工業用水、農業水利施設

等の幅広い施設分野において、施設の維持管理・更新を広域連携・分野間連携して実施す

る取組を進める。その際には、包括的民間委託等の PPP/PFI や新技術の開発・活用におけ

る連携など、民間事業者との連携を進める。 

国土強靱化をまちづくりの取組と連携して行う観点からは、衛星等の新技術を活用しつ

つ、民間事業者や地域住民のリスク認識の基盤となるリスク情報の収集・発信を進めると

ともに、災害リスクが高い地域を避ける土地利用の誘導を引き続き行う。また、人口減少

が進む中において、公共施設等総合管理計画を踏まえた施設の統廃合・再配置を行うとと

もに、汚水処理施設に関する集合処理と個別処理の最適化など、地域特性に応じた自立分

散型のシステムの導入を図る。 

実施中期計画の施策を進める上では、平時と災害時の境界をなくし、平時の生活を充実

させることで災害時の生活も充実させる「フェーズフリー」の観点から取り組むことも重

要である。災害時に活用可能なキッチンカー・トレーラーハウス・トイレカー等の登録制

度においては、それらの車両が平時から利活用されることが取組の前提となる。そのため、

民間事業者の登録インセンティブともなるよう、公共施設等における優先的な事業機会の

付与等を促進する。 

 国土強靱化の取組には、住民や民間事業者が主体となる施策も多い。南海トラフ地震等

の大規模な地震から住民の生命を守るためには、住宅・建築物の耐震化や地震発生後の通

電火災を予防する感震ブレーカーの設置を進めることが重要であり、住宅所有者等の行動

変容を促す積極的な普及啓発の取組を進める。また、耐震改修の低コスト化に向け、既存

の取組を調査した上で、普及方法や更なる技術開発の必要性を検討する。 

 

３ グリーンインフラ活用や GX推進に向けた取組 

自然は、良好な大気環境や健全な水循環の基盤となって、生物の生息地となる。また、

温室効果ガスの削減によって気候変動を緩和するなど、将来にわたり持続的な生活環境を

形成するものである。グリーンインフラとは、そのような自然の多様な機能を活用した社

会資本であり、将来にわたり持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくり及びウェルビー

イング向上に貢献するものである。その実装は、自然現象を受け止め、人々の生命や財産

を災害から守り、生活環境を安定化することにより、水害や土砂災害の減災や避難場所の

確保など防災・減災、国土強靱化に資する。あわせて、食料の安定供給や心理的健康の増

進、地域コミュニティの形成等の社会的効果を有する。 
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 流域治水においては、生態系の機能の保全・再生や雨水の貯留・浸透により、下水道、

河川及び農業用排水施設への雨水の流出の低減等に取り組む。具体的には、遊水地や河道

における生物の生息・生育・繁殖の場となる湿地環境の保全・創出や森林の整備・保全等

に取り組む。くわえて、小さな穴の開いた調整板などの器具を水田の排水桝にとりつけて

流出量を抑えることで、水田の雨水貯留機能の強化を図り、周辺の農地・集落や下流域の

浸水被害リスクの低減を図る「田んぼダム」の取組も進める。また、河川空間において、

まちづくりと一体となった魅力的な水辺空間の整備に取り組むことにより、良好な生活環

境の形成を図る。 

 防災公園については、地震災害や風水害など多様な災害に対応した防災拠点としての機

能を確保するよう、備蓄倉庫、給水拠点、トイレ等の整備を進める。あわせて、災害時と

平時の双方に活用できる施設・設備を整備するなどのフェーズフリーの取組により、利用

者のウェルビーイングの向上を図る。 

 近年、二酸化炭素排出量の削減に資する建設機械、燃料、更にコンクリートや鉄鋼等の

建設材料の開発・活用に向けた取組も進んでいる。国土強靱化に関連する事業を進めるに

当たっても、こうした技術開発の動向を踏まえ、二酸化炭素排出抑制効果や導入コスト等

を考慮しつつ、総合的な観点から活用に向けた取組を進めていく。特に、「グリーン鉄」

については、本年度以降、公共工事における試行工事を実施し、順次拡大するとともに、

ＧＸ価値が適切に評価される市場を政府が率先して形成していく観点も含め、令和12年度

以降の公共工事（国及び地方公共団体）におけるグリーン鉄の本格活用の実現を見据え、

「国土交通省土木工事の脱炭素アクションプラン」等を通じて検討方針を明確化する。更

に、国直轄事業における試行工事期間においても地方公共団体等におけるグリーン鉄の積

極的な活用を促進する観点から、試行工事の内容等に関する積極的な発信を進める。 

 

４ 進捗状況の「見える化」 

KPI は、全国ベースの取組状況を示すものである一方で、災害時に地域住民に直接関係

する個別の施設ごと、また、国土強靱化の取組推進に重要な役割を担う都道府県や市町村

などの地域ごとに施策の取組状況にばらつきがある。 

このため、これまで以上に地域住民の国土強靱化への関心を高め、都道府県や市町村に

おける国土強靱化の取組を推進するため、実施中期計画の「推進が特に必要となる施策」

について、個々の施設の整備状況や地域単位での施策の取組状況を地図等において表現す

るなど整備状況の「見える化」を進めることとしている（附属資料（別紙４）参照）。 

 

５ 巨大地震の被害想定地域や条件不利地域におけるフォローアップに向けた取組状況 

 切迫する千島海溝地震や日本海溝地震、首都直下地震、南海トラフ地震に対して、国は、

各地震の防災対策に関する特別措置法に基づいて基本計画を定め、実施中期計画等と連携

しつつ、取組を進めているところである。千島海溝地震や日本海溝地震については、令和

４年９月に「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画」（令和４年９月30日

中央防災会議決定）が策定され、南海トラフ地震については、令和７年７月に「南海トラ

フ地震防災対策推進基本計画推進基本計画」（平成26年３月27日中央防災会議決定。令和

７年７月１日最終変更。以下「南海トラフ基本計画」という。）が変更された。首都直下

地震については、令和８年６月に「首都直下地震緊急対策推進基本計画」（平成26年３月

28日閣議決定。令和８年６月12日最終変更。）が変更された。 

 これらの巨大地震に対する基本計画に定められた取組を着実に進め、巨大地震から国民

の生命と財産を守るためには、関係する地方公共団体や事業者等が行う各地域の取組の実

効性確保が必要である。そのため国は、巨大地震に対する基本計画に定められた防災対策
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の進捗や課題の共有等のフォローアップを行うとともに、南海トラフ地震防災対策推進計

画等の各地域の計画（以下「推進計画等」という。）の実効性の確保のために必要な支援

を行っていく。 

特に、南海トラフ基本計画においては、「国は、各分野の専門家の意見を聞きながら、

各種防災対策の進捗の把握や課題の共有等のフォローアップを毎年実施する」としており、

今後、国の施策を対象としたフォローアップと自治体の計画を対象としたフォローアップ

を行うこととしている。 

国の施策を対象としたフォローアップとしては、本年度から、南海トラフ基本計画に定

める205項目の具体目標の進捗管理を行っていく。 

地方公共団体の計画を対象としたフォローアップとしては、南海トラフ基本計画の変更

による推進計画等への反映状況の把握を行うとともに、それらの地方公共団体の計画に基

づく取組事例の収集を行っていく。推進計画等の改定に当たっては、その取組の実効性を

高めるため、国と地方公共団体が協働して、地域レベルでの具体的かつ分野横断的なシミ

ュレーションに基づく災害リスク評価を通じて、災害に対する社会や地域における防災上

の弱部を把握することにより、必要な対策を明確化する。昨年度から、モデル地区を対象

とした災害リスク評価手法の検討を実施しており、例えば、避難者・負傷者への自治体等

の対応能力についての定量的な評価を通じて、実効性のある対策を計画する上での有効性

やモデル地区における具体的な課題の把握手法及び他自治体での同手法の活用について議

論が進められている。本年度は、得られた知見を取りまとめて災害リスク評価の実施に関

するガイドラインを作成・横展開し、災害リスク評価を踏まえた推進計画等の見直しによ

る実効性向上を図り、地域における事前防災対策をより一層推進していく。 

三方を海に囲まれ、平地に恵まれない半島地域は、防災上も条件不利地域である。令和

７年４月に半島振興法（昭和60年法律第63号）が改正され、新たに半島防災の観点が盛り

込まれた。また、同年７月に策定された半島振興基本方針では、半島防災等の施策の進捗

度を定量的に把握するため、半島振興計画において KPI を設定することが重要である旨が

示されたところである。 

これを受け、令和７年度末までに半島振興法に基づく指定半島地域を有する道府県にお

いて半島振興計画の改定が行われ、全23地域において、陸海空の交通ネットワークの強化

やライフラインの強靱化といった半島防災等に関する KPI が設定された。令和８年度より、

各道府県において KPI 等に基づき施策の進捗度を確認するとともに、国においてもその結

果をフォローアップすることとしている。 

６ 事業実施環境の整備に関する取組状況 

 人口減少・少子高齢化を背景に担い手の減少や高齢化が進展しているなか、将来の担い

手確保・育成やデジタル等新技術の活用による生産性向上、広域連携による相互補完のた

めの体制整備等の事業実施環境の整備について対応が急務である。国土強靱化推進会議で

は、昨年度に、国土強靱化分野の工事や災害現場を担う建設業における担い手確保や生産

性向上、地方自治体におけるインフラの広域的な管理について、議論等を行ったところで

ある。 

具体的な取組として、国土強靱化分野の工事や災害現場を担う建設業においては、国内

人材確保のため、令和６年に改正され令和７年12月に全面施行された第三次・担い手３法

による労務費の確保と行き渡り、工期等のダンピングに対する規制強化、建設キャリアア

ップシステム（CCUS）の拡大による職人の技能・経験の「見える化」等を通じた技能者の

処遇改善や働き方改革を進める。また、多様な人材の活用のため、女性を含む幅広い国内

人材に建設業の魅力を発信し、建設業を進路の選択肢として提示していくとともに、新た
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な「育成就労制度」を見据えた外国人材の中長期的なキャリア形成や地域との共生を推進

する。 

生産性の向上のため、AI・デジタル技術を活用した自動施工・遠隔施工に係る基準類の

整備等、技術開発の促進や現場実装のための環境整備を行うとともに、スタートアップ等

による AI、ロボティクス、自動・遠隔化等の技術研究開発に向けた取組を行う。また、

地域の建設業も含め、ICT 機器の導入支援等に取り組むとともに、老朽化したライフライ

ンの点検・診断に当たっては、AI やドローン等新技術の活用等により、早期、確実に進

める。

地方自治体においては、技術職員等の専門人材の不足が喫緊の課題となっているなかで、

インフラを広域的に管理する取組が試みられている。資産の老朽化の状況の違いや料金水

準・経営状況の差などの課題があるなかで、都道府県の主導による広域での専門人材の確

保や、地方共同法人による受託や技術的援助等、県と市による共同発注、他の地方自治体

への委託を行っている取組例がある。このような地方自治体の枠を超えた維持管理の取組

や、外部リソースの活用は効果的であり、地方自治体による地域の事情を踏まえた取組を

全国的に共有して取組を促進する。

７ 財源確保方策の検討状況 

国土強靱化施策の財源確保方策は、実施中期計画及び「経済財政運営と改革の基本方針

2025」（令和７年６月13日閣議決定）において、「真に必要な財政需要に安定的に対応する

ため、地方の実情も踏まえ、受益者による負担の状況を念頭に置きつつ、事業の進捗管理

と財源確保方策の具体的な検討を開始する」とされている。 

具体的な財源確保方策については、公共施設等の利用料・占用料や民間資金の活用など

も含め、道路関連インフラ保全の重要性、物価動向等に留意しつつ、国土強靱化施策を安

定的に実施していく観点から幅広く検討するものである※。また、国土強靱化施策は、広

く国民に裨益する施策や、受益と負担の範囲が一定程度絞られている施策など、幅広い施

策があることから、施策の特性も踏まえながら、関係府省庁において検討を開始している

ところである。 

財源確保方策の一つとして、税制による措置も考えられることから、内閣官房において

令和８年度税制改正要望を行った。税制改正要望については、具体的な税制措置の立案に

までは至らなかったため、引き続き検討することとしている。 

※
なお、令和８年度与党税制改正大綱において、いわゆるガソリンの暫定税率の廃止に係る財源確

保の方針として、「与野党６党合意等を踏まえ、道路関連インフラ保全の重要性、物価動向等や CO2

削減目標との関係にも留意しつつ、安定財源を確保するための具体的な方策を引き続き検討し、令

和９年度税制改正において結論を得る。」とされている。
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８ 第１次国土強靱化実施中期計画 

推進施策別評価シート 

＜留意事項＞ 

 予算額（国費）については、加速化・深化分であり、金額を四捨五入した上で、百万円単

位で記載している。加速化・深化分の令和８年度の予算額（国費）については、令和７年

度補正予算によって措置されている。

 実施中期計画における計画期間内に推進が特に必要となる施策の目標（KPI）の補完的な

指標等として、補足指標を掲載している場合がある。

 「５．KPI・施策目標達成への道筋」に記載されたグラフの横軸については、KPIの推進が

主に加速化・深化分の国費によるものでない場合、計画期間としている。その場合でも、

加速化・深化分以外の予算等を活用して対策を実施している施策もある。
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